
予土線３兄弟三重連「スプリングクルーズ号」の発売について 

 

 

                                  ２ ０ ２ ４ 年 ２ 月 １ ４ 日 

予土線利用促進対策協議会

四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 

 

ＪＲ四国では、予土線利用促進対策協議会の依頼により、予土線３兄弟三重連「スプリングクルーズ

号」を運行いたします。鉄道ホビートレイン・海洋堂 ホビートレイン「かっぱうようよ号」・しまんト

ロッコの３列車を連結し、途中の停車駅にてイベント等を実施しながら、宇和島駅から窪川駅まで運行

いたします。 

なお、「スプリングクルーズ号」のうち、しまんトロッコ車両につきましてはツアーとして販売いたし 

ます。この機会に、早春の予土線の旅をお楽しみください。 

 

 

 

１ 概要 

（1） 出発日 

２０２４年３月１０日（日） 

（2） 運転列車 

① 予土線３兄弟三重連「スプリングクルーズ号」 

・宇和島駅１０：００発 → 窪川駅１３：５０着 

・列車編成：鉄道ホビートレイン ＋ 海洋堂ホビートレイン「かっぱうようよ号」 

＋「しまんトロッコ」 計 4両編成  

・途中停車駅：伊予宮野下駅、近永駅、松丸駅、江川崎駅、土佐大正駅 

※「しまんトロッコ」はツアー専用車両となります。（トロッコ車両乗車は宇和島駅～土佐大正駅間） 

※鉄道ホビートレインと海洋堂ホビートレイン「かっぱうようよ号」は運賃のみでご乗車いた

だけます。     

② しまんトロッコ臨時列車 

・窪川駅１４：２９発 → 宇和島駅１６：５５着 

 ・運賃のみでご乗車いただけます。但し、トロッコ車両にはご乗車いただけません 

・途中停車駅：土佐大正駅、江川崎駅、松丸駅、近永駅、伊予宮野下駅、北宇和島駅 

 

 

２ ツアー商品の概要 

(1)  催 行 日：２０２４年３月１０日（日）  

(2)  募 集 人 員：２０名様（最少催行人員１０名様） 

(3)  ご旅行代金：大 人（中学生以上）・・・・・・３,５００円 

         こども（４才から小学生まで）・・ ２,０００円 

※ご旅行代金に含まれるもの 

① しまんトロッコの乗車代金(宇和島駅～窪川駅間)片道 



② しまんトロッコ車内での昼食代金(お弁当) 

③ お土産代(こっこらんど)大人のみお土産付き 

(4) 行程 

 

 

 

 

※1：「しまんトロッコ」は臨時列車のため時刻が確定していません。詳しくは催行決定後にご案内いたします。 

(5) 沿線イベント  

①近永駅前では予土線３兄弟三重連の運行に合わせて鬼 in チカナガ実行委員会による“予土線駅

前マルシェ inチカナガ”が開催される予定です。停車時間を確保し、お買い物をお楽しみいただ

けます。 

②窪川駅では予土線３兄弟三重連の運行に合わせて予土線利用促進対策協議会による“もち投げ”

が開催される予定です。 

  ③しまんトロッコ車内ではボランティアガイドの沿線ガイドをお楽しみください。 

  ④各市町村による特産品等の車内販売を予定しております。 

（6）最新情報  

ＪＲ四国営業部公式 X(旧 Twitter）や予土線利用促進対策協議会のホームページをご覧ください。 

 

 

３ 発売日 

 ２０２４年２月１５日（木）１０：００～ 

 

 

４ 発売箇所 

(1)ＪＲ四国旅の予約センター 

電話番号：087-825-1662（営業時間：平日 10:00～18:00、土・日・祝日 17:00 まで） 

(2)ＪＲ四国のワープ支店 

(3)ＷＥＢサイト「ＪＲ四国ツアー」 



【

予土線利用促進対策協議会協賛事業

●３歳以下のお客様でお席を利用する場合はこども料金となります。

●宇和島駅までの費用・窪川駅からお帰りの駅までの費用は旅行

●申込人数によっては他のお客様と相席となる場合がございます。

代金には含まれておりません。



ＪＡＴＡ 正会員

観光庁長官登録旅行業　第1042号
四国旅客鉄道株式会社

宇和島駅ワーププラザ
愛媛県宇和島市錦町10-1
■総合旅行業務取扱管理者/佐々木和弘

798-0034

愛媛県宇和島市錦町10-1

ＴＥＬ：0895-22-3222 / ＦＡＸ：0895-25-0440

※こども旅行代金は3歳以上小学生まで、お席を必要とするお子様は3歳未満でもこども料金です。

宇和島駅ワーププラザ

しまんトロッコはツアー商品として発売しております。
座席位置は当社で指定させていただきます。
事前のお申し込みをお願いいたします。

　詳しい旅行条件を記載した書面をご用意しておりますので、事前にご確認のうえお申し込みください。

＊この旅行は、四国旅客鉄道（株）（以下「当社」といいます。）が企画･募集し実施する旅行であり、

(1)この旅行は、四国旅客鉄道(株)（以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施

する旅行であり、詳しい旅行条件を記載した書面をご用意しておりますので、事前にご

確認のうえお申し込みください。

(2)この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12

条の5の定めるところの契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面を

お渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。 

■お申し込み方法

　①当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき下記のお申込金を添えてお申し込み

　　ください。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全額として繰り入れます。

　②当社は電話等による旅行のお申し込みをお受けいたします。この場合、当社が予約の承諾の旨を

　　通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書に申込金を添えてお申し込みください。

　③お申込金　旅行代金が1万円未満…お申込金（お一人様あたり)：3,000円以上旅行代金まで

■契約の成立時期

　この旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

■旅行代金のお支払い

　ご旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行

開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合はお申し込みと同時にお支払い

いただきます。

■旅行代金に含まれるもの

　旅行代金には、パンフレットに明示された交通費、食事代、添乗サービス料金（ＴＣ同行の場合）及び

　消費税等諸税相当額が含まれています。

■旅行代金に含まれていないもの

　パンフレットに明示されていない交通費、飲食費、個人的な諸費用（クリーニング代、電話代等）及び

　自由行動中の費用は旅行代金に含まれていません。

■旅行の催行について

　ご参加のお客様がパンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止

　する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より

　前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

■取消料について

　旅行契約成立の後、お客様の都合で取消しされる場合には、旅行代金に対してお一人様につき右記の

　料率で取消料をいただきます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の

　取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し

　受けます。

■免責事項について

　お客様が以下の事由により損害を4受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。

　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止。

　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。

　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。

　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地･滞在時間の短縮。 　　　　

■特別補償について

　お客様が企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の被害については、当社の故意、

　過失の有無にかかわらず特別補償規定の定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。

■個人情報の取扱について

　(1)当社は旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊

　　機関等の手配及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲で利用させていただきます。

　(2)当社では、①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご感想の提供、アンケートのお願い

　　③統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

　(3)このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ(http://www.jr-

　　　shikoku.co.jp)でご確認ください。

■その他

　(1)このパンフレットは2022年10月1日現在を基準として作成しております。

　(2)この旅行契約に関して、ご不明な点があれば、お申し込み箇所の旅行業務取扱管理者におたずね

　　ください。旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

　(3)この旅行は大人1名様からお申し込みできます。

21日(日帰り旅行の場合は11日)目

にあたる日まで
無料

20日(日帰り旅行の場合は10日)目に

あたる日以降8日目にあたる日まで
旅行代金の20％

7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％

旅行開始日の当日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

旅行契約の解除期日 取消料

旅行開始日

の前日から

起算してさ

かのぼって

※お申し込みいただく前に必ずお読みくださいお申し込みのご案内

※2024年4月以降の新規入会から、「ジパング倶楽部」の入会要件を一部変更します
。

16：30 16：44


